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国土交通省の概算要求のポイント

《基本的考え方》

安全・安心で豊かな社会づくり、地球環境時代に対応したくらしづくり、地域

の活力と成長力の強化などの課題に的確に対応していくため、重点化・効率化を徹

底しながら、真に必要な事業・施策を実施し、社会資本の着実な整備と総合的な交

通政策の推進を図る。

《概算要求の基本方針》

１．予算の重点化

当面する重点課題に対応するための事業・施策を重点的に推進する。

○安全・安心で豊かな社会づくり

○地球環境時代に対応したくらしづくり

○地域の活力と成長力の強化

２．成果重視の施策展開

３．道路特定財源の一般財源化

４．政策の棚卸し・ムダの排除

、 。※以下に掲げる金額は 原則として内数表記の場合は全国ベースまたは項目全体の予算である
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Ⅰ．安全・安心で豊かな社会づくり

１．災害等から命を守る
（１）鉄道施設総合安全対策事業〔鉄道局〕

要求額 ２，２８３百万円の内数

地震などの自然災害、火災、劣化等による鉄道施設の被害の未然防止や拡大防止

のため、列車の安全運行並びに利用者の安全確保を目的とした鉄道施設の安全対策

を計画的かつ効率的に推進する。

（２）鉄道防災事業〔鉄道局〕

要求額 ６００百万円の内数

旅客会社等が実施する落石・なだれ対策、海岸保全等のための施設の整備であっ

て、その効果が単に鉄道の安全確保に寄与するのみならず、一般住民、道路、耕地

等の保全保護にも資する事業を推進する。

（３）鉄道災害復旧事業〔鉄道局〕

要求額 ６８百万円の内数

経営の厳しい鉄軌道事業者が大規模災害を受けた場合、速やかな災害復旧を実施

して運輸の安定及び民生の安全を確保する。

（４）踏切道の改良〔鉄道局〕

要求額 ２００百万円の内数

踏切道における事故防止と交通の円滑化を図るため、立体交差化や統廃合により

除却できない踏切道について、踏切道改良促進法に基づき踏切遮断機や警報機等の

踏切保安設備を緊急的に整備する。

２．生活者の視点に立った安心施策の展開
（ ） 〔 〕１ バリアフリー新法に基づく一体的・総合的なバリアフリー化の推進 総合政策局

要求額 ９８百万円の内数

バリアフリー新法の普及促進を図るための施策として、新たな制度に基づく基本

構想の作成及び整備困難施設のバリアフリー化の促進、段階的・継続的な発展（ス

パイラルアップ）を図るための体制の確立 「心のバリアフリー」社会の実現のた、

めの施策の拡充等により、平成２２年のバリアフリー化目標達成に向け、より一層

のバリアフリー化の推進を図る。

（２）運輸安全マネジメント制度の充実・拡充〔大臣官房運輸安全監理官〕

要求額 ４９百万円の内数

運輸事業者の安全管理体制の構築・改善を図るため、国がその構築状況を評価・

助言する運輸安全マネジメント制度を強力に推進するとともに、より実効的な評価
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を行うための職員の力量の向上等を図る。

また、運輸安全委員会の設置や運輸安全マネジメント制度の本格化による知見の

集積を踏まえ、運輸事業者が事故防止に取り組むための環境の整備を図る。

（３）鉄道におけるバリアフリー化の推進〔鉄道局〕

要求額 ６，９００百万円の内数

既存の鉄道駅において エレベーター等の設置による段差の解消 ホームドア 可、 、 （

動式ホーム柵含む 、視覚障害者誘導用ブロックの整備、障害者対応型トイレの設）

置等のバリアフリー化設備の整備を推進し、平成２２年までに原則として全ての１

日当たり乗降客数５千人以上の駅について段差解消を行う。

併せて、１日当たり乗降客数５千人未満の駅について、交通、観光の拠点性が高

く、地域の強い要望があり、地元の協力を得られる駅のバリアフリー化について支

援の充実を図る。

（４）ＩＴ化等による自動車検査の高度化〔自動車交通局〕

要求額 １，６４３百万円の内数

①ＩＴ化による不正車検防止のための自動車検査体制の整備及び自動車検査情報の

活用等（１，５２７百万円）

検査時の検査データを電子的に取得し、荷台架装メーカーによるトラックの二

次架装などの不正改造車の排除、リコールにつながる車両不具合の抽出に活用す

る等検査の高度化を図るとともに、ＩＴ技術の利用により指定整備工場に対する

指導・監督を強化し、自動車の安全確保・環境保全を促進する。

②オパシメータを使用したＰＭ検査の導入（１１６百万円）

全国の車検場にオパシメータを導入する。

（５）自動車運送事業の安全・円滑化等総合対策事業〔自動車交通局〕

要求額 １，７１５百万円の内数

自動車交通の安全性の向上を図るため、自家用車と公共交通機関のバランスのと

れた交通体系の確立に資するオムニバスタウンの整備をはじめ、日本型ＢＲＴの導

、 。入 バスロケーションシステムの整備等について地方公共団体と協調して支援する

また、大型貨物自動車による追突事故の被害軽減に有効な衝突被害軽減ブレーキ

の導入を支援し、その普及を促進する。

（６）自動車保有関係手続のワンストップサービスの推進〔自動車交通局〕

要求額 １，６８３百万円の内数

自動車の保有に伴い必要となる各種の行政手続（新車新規登録、車庫証明、自動

車諸税の納税等）のワンストップサービス化（各種行政サービスを１箇所又は１回

の手続で提供）を推進している。平成２１年度においては、利用者からの改善要望

の多い、申請内容修正機能の拡充など、使い勝手を大幅に向上させる改修を行うと

ともに、稼動したシステムの維持運用等を行う。

また、関係省庁・団体と連携して広報活動等による利用促進を図るとともに、対

、 。象手続を拡大するための調査 利用者の意見を踏まえたシステムの見直し等を行う
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３．海洋立国の推進
（１）検査・監査等執行体制の強化〔海事局〕

要求額 ６０２百万円の内数

・運航労務監理官の監査の効率的・効果的実施のための研修制度の強化や監査実施

体制の整備

・船舶検査官等が効果的な検査を実施するための研修制度の充実、ISO9001品質認

証の推進や船舶検査実施体制の整備

・船級登録日本籍船への立入強化及び船級協会海外事務所への監査の実施

・海事分野における運輸安全マネジメント評価の実施

・ＰＳＣ（ポートステートコントロール）の強化

（２）船員確保・育成等総合対策事業〔海事局〕

要求額 １９３百万円の内数

改正海上運送法による船員確保育成対策の強化を踏まえ、船員の計画的雇用、

外航日本人船員（海技者）の確保・育成等を推進するとともに、海事地域におけ

る人材確保連携事業等を実施する。
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Ⅱ．地球環境時代に対応したくらしづくり

１．低炭素社会の構築

（１）輸送部門における省エネ対策の普及・促進［総合政策局］

要求額 １６百万円の内数

運輸部門における温室効果ガスの排出抑制については、京都議定書の国際約束

達成のため京都議定書目標達成計画（平成２０年３月改定）に基づき、その対策

を引き続き着実に推進する必要がある。平成１９年度から本格施行された改正省

エネ法は、世界的にも先進的な省エネ対策を義務付けており、輸送事業者への省

エネ対策に係る情報提供や省エネ対策責任者の育成等を通じて、輸送部門におけ

る省エネ対策の普及・促進を図る。

（２）交通エコロジー教室の開催［総合政策局］

要求額 １２百万円の内数

交通がもたらす環境への影響に関する理解と、環境負荷の小さい移動のために

各個人がなし得ることの認識を深めるため、各地方運輸局において交通エコロジ

ー教室を開催する。

（３）北九州・福岡間鉄道貨物輸送力の増強〔鉄道局〕

要求額 １，１４６百万円の内数

東アジアとの国際物流の増加に対応していくとともに、環境負荷の少ない大量

輸送機関である鉄道貨物輸送へのモーダルシフトを促進するため、平成２０年度

に引き続き、北九州・福岡間について、貨物列車長編成化のための整備を推進す

る。

北九州・福岡間において、貨物列車の長編成（２６両１，３００トン）走行化

を図る上での制約要因となっている待避線延伸等の工事を実施 （平成２２年度。

完成予定）

（４）低公害車普及促進対策〔自動車交通局〕

要求額 ３，２５０百万円の内数

大都市地域等における大気汚染対策、地球温暖化対策及び原油価格高騰対策の

観点から、トラック・バス・タクシー事業者を中心に、ＣＮＧバス・トラック等

の導入に対する支援を行うことにより、低公害車の普及を促進し、大気環境の改

善を図る。

（５）トラック運送業におけるパートナーシップ環境整備事業〔自動車交通局〕

要求額 ８０百万円の内数

燃料費高騰を背景とした適正運賃転嫁、輸送効率の向上、騒音・排気ガスの抑

制、交通事故の防止等、トラック輸送をめぐる様々な課題を解決するため、運輸
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局が中心となって、荷主とトラック事業者等の関係者が協働で検討する場を設置

し、トラック運送に係る関係者の望ましいパートナーシップを構築するための環

境を整備する。
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Ⅲ．地域の活力と成長力の強化

１．地域の自立・活性化
（１）地域公共交通の活性化・再生総合事業の拡充〔総合政策局〕

要求額 ６，０００百万円の内数

原油高騰等を背景に地域公共交通を巡る情勢は厳しさを増していることも踏ま

、 、え 平成１９年１０月より施行されている地域公共交通活性化・再生法を活用して

鉄道、コミュニティバス・乗合タクシー、旅客船等多様な地域公共交通の活性化・

再生に取り組む地域の法定協議会に対し、パッケージで一括支援する「地域公共交

通活性化・再生総合事業」を拡充することにより地域の創意工夫ある自主的な取り

組みを積極的に支援する。

九州運輸局管内では、本年度事業に対して「地域公共交通総合連携計画」を策定

するための調査事業に２８協議会、同計画を基に実証運行等の実施に移す計画事業

に対し８協議会の合計３６協議会（H20.8）が認定されており、２１年度はこれら

の取組とともに、新たにこの事業を活用しようとする全協議会の取組を積極的に支

援する。

（２）多様な関係者の連携による物流効率化促進事業〔政策統括官〕

要求額 ２７０百万円の内数

多様な関係者が連携し、貨物運送業務の効率化を促進する新たな仕組みを設け

ることにより、輸送ルートの集約、配送の共同化、物流施設の混雑状況に関する

情報提供など物流の合理化等に関する取組みを確実に実施するための環境整備を

図り、輸送効率の向上等を通じた物流コストや環境負荷の低減を実現させて、我

が国の成長力の強化等を図る。

（３）国際物流ボトルネックの解消に向けての総合的取組み〔政策統括官〕

要求額 ２０百万円の内数

我が国と東アジアの相互依存関係が急速に深まり、東アジアとの物流の「準国

内物流化」が進展する中、国の地方支分部局、地方公共団体、経済団体、荷主企

業、物流事業者等により構成される「国際物流戦略チーム」において、地域のボ

トルネックの抽出とその解消のための具体的な検討を行い、プロジェクトを策定

・推進する。

（４）整備新幹線の整備等の推進〔鉄道局〕

①整備新幹線整備事業

平成１６年１２月の政府・与党申合せに基づき、整備新幹線の着実な整備を推

進する。未着工区間については、安定的な財源見通しの確保に努め、それができ

次第、着工について追加要求をする。

②整備新幹線建設推進高度化等事業

整備新幹線の未着工区間における設計施工法等調査や整備新幹線の整備効果

を高めるための軌間可変技術調査などを行う。
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（５）幹線鉄道・地方鉄道の活性化〔鉄道局〕

①コミュニティ・レール化の推進（１，１４６百万円の内数）

潜在的な鉄道利用ニーズが大きい地方都市やその近郊の路線等について、総合

連携計画に基づきハード・ソフト一体で大幅な利便性向上等を図る「コミュニテ

ィ・レール化」を支援する。

具体的には、地域公共交通活性化・再生総合事業費補助、鉄道軌道輸送高度化

助補による支援に加えて、新たに幹線鉄道等活性化事業費補助を拡充し、総合連

携計画に基づく施設整備を支援。

②地方鉄道の活性化等に関する重点的支援（２，８４４百万円の内数）

地方鉄道について、改正された地域公共交通活性化・再生法に基づき、自治体

と鉄道事業者等が連携して実施する「公有民営化」等の事業再構築に係る地域の

意欲的な取組に対して重点的に支援するほか、安全に関する設備整備及び鉄道の

活性化に著しい効果が期待できる設備投資に対する支援を行う。

③ＬＲＴシステムの整備（３８３百万円の内数）

速達性に優れ、バリアフリーや環境にも優しい利用者本位の交通体系の構築を

、 、促進する観点から まちづくりと連携したＬＲＴシステムの整備を推進するため

低床式車両その他ＬＲＴシステムの構築に不可欠な施設の整備を行う鉄軌道事業

者に対し支援を行う。

（６）技術開発〔鉄道局〕

○軌間可変電車（フリーゲージトレイン）技術開発（３，２５０百万円の内数）

軌間可変電車（フリーゲージトレイン）とは、左右の車輪間隔をレール幅（軌

間）にあわせて自動的に変換できる電車である。軌間可変電車の技術開発につい

ては、これまで国内外において走行試験等を行い、一定の性能について確認して

いる。

これまでの各種試験の結果を踏まえて改良を行った新型車両により走行試験を

実施し、所用の性能を確認するなど、早期実用化に向けた技術開発を推進する。

（７）地域を支え暮らしの安心を守る地域交通の構築〔自動車交通局〕

要求額 ８，８０７百万円の内数

①地方バス路線維持対策（７，７３１百万円の内数）

・バス事業はモータリゼーションの進展や過疎化の進行により大変厳しい経営状

況にある。しかしながら、バスは地域住民の生活の足として必要不可欠な公共

交通機関であり、バス路線の維持・確保は重要な課題。

・バス事業に係る生活交通確保方策については、国と地方の適切な役割分担の

もと、国は広域的・幹線的な輸送サービス類型について都道府県と協調して

支援。

・バス路線の維持に向けては、原油価格高騰により、経営環境がより厳しい状

況にあることから赤字補填の充実等支援を拡充。

②公共交通移動円滑化事業（９３３百万円の内数）

高齢者や障害のある人が自立して社会生活を送っていく上で、快適で生活し

やすい生活環境の基盤整備は重要であるため、障害者等すべての人が安全に安
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心して移動し、社会参加できるよう、標準仕様ノンステップバスに補助を重点

化することによって、ノンステップバスの普及促進を協力に推進するほか、福

祉輸送共同配車センターの実現を図ることにより、公共交通機関等のバリアフ

リー化を推進する。

（８）離島航路補助制度の改革〔海事局〕

要求額 ５，６００百万円の内数

離島住民が日常生活を行う上で必要不可欠な交通手段である離島航路に、省エ

ネ船の代替建造等の構造改善投資に対して支援するとともに、運航の結果生ずる

欠損に対して補助を行う。

２．魅力ある国際都市づくり
（１）アジア域内におけるＩＣ乗車券等の国際相互利用化の推進〔総合政策局〕

要求額 ４０百万円の内数

アジア各国の交通事業者等によって発行されるＩＣ乗車券等の国際相互利用等の

促進により、国際観光客及び国際ビジネス客の都市内移動の円滑化を図り、アジア

域内の人的交流及び経済交流の拡大を図る。具体的な取り組みとして、内外の関係

者間での合意形成をさらに進めるとともに、実現に向けた実証実験を実施する。

（２）国際観光の振興〔総合政策局〕

要求額 ４，５３０百万円の内数

①ビジット・ジャパン・アップグレード・プロジェクト

②国際会議の開催・誘致の推進

観光プロモーション事業に加え、以下の取組を行う。

・ＩＣ乗車券等の国際相互利用化・利用拡大

・交通機関等の利用環境の向上や通訳案内士による受入体制の整備等

３．観光立国の推進
（１）国際競争力の高い魅力ある観光地の形成〔総合政策局〕

要求額 ６４０百万円の内数

○観光圏の形成支援等による国際競争力の高い魅力ある観光地づくりの推進

（ ）６３０百万円の内数

（関連事業として港湾局要求額 百万円（の内数）あり ）8,900 。

２泊３日以上の滞在型観光を促進するため、地方自治体、観光関係団体、農林

漁業団体、ＮＰＯ等の幅広い関係者が一体となった観光圏整備の取組を総合的に

支援する。

このほか、観光圏の整備と連携して、観光圏の玄関口として旅行者が快適で利

便性の高い旅客船ターミナル等の整備を推進する。

（ ） 〔 〕２ 観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成 総合政策局
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要求額 ７７百万円の内数

○観光の新興に寄与する人材の育成（５８百万円の内数）

国際競争力を備えた観光関連産業を担う人材を育成するため、大学等高等教育

機関との連携強化を図るための取り組みを推進する。

また、観光地における層の厚い観光振興の担い手を育成するため、観光カリ

スマ塾や観光地域プロデューサー事業を実施するとともに、各地域が行う自律的

かつ持続可能な人材育成に向けた取り組みを支援する。

（３）国際観光の振興〔総合政策局〕※再掲

要求額 ４，５３０百万円の内数

①ビジット・ジャパン・アップグレード・プロジェクト

②国際会議の開催・誘致の推進

観光プロモーション事業に加え、以下の取組を行う。

・ＩＣ乗車券等の国際相互利用化・利用拡大

・交通機関等の利用環境の向上や通訳案内士による受入体制の整備等

（４）観光旅行促進のための環境の整備〔総合政策局〕

要求額 ８４百万円の内数

○ニューツーリズム創出・流通促進事業（５６百万円）

「ヘルスツーリズム 「産業観光」等の新しい形態の旅行商品の創出と流通を」、

促進するため、実証事業の実施等により 「ニューツーリズム」の旅行商品化を、

進めるための留意点等をまとめたマニュアルやガイドラインの策定を目指す。ま

、「 」 。た ニューツーリズム 旅行商品の流通促進のためのデータベースを運用する


